
平成１６年度 久御山町特別支援教育コーディネーター会議の方針

１ 目標
（ ） 、 、 、１ 久御山町において 障害のある児童・生徒の指導・支援にかかわる教育 福祉

医療等の関係部局の連携協力を円滑にするためのネットワークとしての役割を果
たす。

（２）各学校において、専門家（関係諸機関）による指導・助言等の相談支援が受けら
れるようにするとともに、軽度発達障害についての適切な情報を提供することに
よって、保護者や地域の人々への理解・啓発を図る。

（３）地域の学校からあげられてきた児童生徒の事例について、専門的意見の提示や助
言を行う等、教育相談活動を行う。
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・各学校における特別支援教育体制（校内委員会）についての交流をする。
・各学校からあげられてきた児童生徒の事例について継続して話し合いを持ち、手だ
て・配慮等の支援を考えていく。

・教育相談を行う。
・特別支援教育ネットワークの情報交流を行う。
・学期１～２回程度の会議を設定する。


